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別紙１ 

悠遊苑のご案内 

(令和7年11月1日現在) 

 

【施設の概要】 

施設名     社会医療法人立川メディカルセンター  悠遊苑 

開設年月日   平成9年7月10日(第444号) 

所在地     新潟県長岡市大字日越337 

電話番号    0258-47-8511     FAX番号   0258-47-8507 

管理者     施設長  立川 浩 

介護保険指定事業者番号  介護老人保健施設(1550280042号) 

 

【悠遊苑の目的と運営方針】 

（１）目的 

悠遊苑は看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設 

サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での 

生活に戻ることができるように支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場合には、療養環境の整 

備などの退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけます。 

この目的に沿って当施設では以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 

（２）運営方針 

① 地域の要支援・要介護高齢者等を対象に、明るく家庭的な雰囲気の中で個別性に配慮した医療ケアと日常生活サ

ービスを提供し、その心身の自立を支援します。 

② 特に認知症高齢者の利用にあたっては、その特性をふまえ生活の継続性を尊重し安定した療養環境を提供します。 

③ 併設病院との連携をもって、利用者に対し最も適切な療養の場が選択されるよう援助し、入所者や通所者の機能

回復を促進します。 

④ 退所者を含めた地域の在宅障害高齢者等に対し、ご家族・市町村や関連施設群と密接な連携を保つことにより質

の高い介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所療養介護・通所リハビリテーション・短期入所療養介

護等を実施し家庭介護を積極的に支援します。 

⑤ ケアプランは利用者のニーズをふまえて作成し、それをより所にケアマネジメントを行います。 

 

【事業の職員体制】 

管理者 1人 

医師 1.5人以上 (悠遊健康村病院と兼務) 

薬剤師 0.45人以上 (悠遊健康村病院と兼務) 

看護職員 15人以上 

介護職員 36人以上 

支援相談員 2人以上 

リハビリ職員 3人以上 

管理栄養士 1人以上 

介護支援専門員 2人以上 (兼務) 

調理員 4人以上 

事務員 2人以上 (悠遊健康村病院と兼務) 

施設課員 1人以上 
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【入所定員等】 

  定員  １５０名  

  療養室 個室－１０室、２人室－２室、４人室－３４室 

 

【介護保険被保険者証の確認】 

  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

 

【サービス内容】 

（１）施設サービス計画の立案 

（２）ケアサービス 

   当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという施 

  設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の協議によって作成されま

すが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようにな

ります。 

   ①医学的管理・看護（介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看 

護師が常勤していますので、ご利用の状態に照らして医療・看護を行います） 

   ②介護（施設サービス計画に基づいて実施します） 

    ③機能訓練（原則として機能訓練室にて行いますが、施設内ですべての活動が機能訓練のためのリハビリテー 

ション効果を期待したものです） 

   ④栄養管理（入所者の栄養状態を入所時に把握し医師の指示を受け、管理栄養士等、多職種で栄養ケア計画に 

    従い栄養管理を行います） 

（３）生活サービス 

   当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営して

います。 

①食事（食事は原則として食堂で召し上がっていただきます） 

      朝食 8時30分～  昼食 12時～  夕食 18時～ 

   ②入浴（週に最低2回、ただし利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります） 

（４）その他 

①相談援助サービス（当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので要望や苦情などお 

気軽にご相談ください） 

   ②理容サービス（利用者のご希望により実施致します） 

   ③行政手続代行 

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体

的にご相談ください。 

 

【他機関・施設との連携】 

  協力医療機関への受診：当施設では下記の病院や歯科医療機関に協力をいただいていますので、利用者の状態が 

急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

   協力医療機関 

    ・名称   社会医療法人立川メディカルセンター 悠遊健康村病院 

    ・所在地  新潟県長岡市大字日越337番地 

 

    ・名称   社会医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 

    ・所在地  新潟県長岡市旭岡1丁目24番地 

 

他施設の紹介：当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要になった場合には、責任を持って 

他の機関を紹介しますので、ご安心ください。 
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【緊急時の対応】 

① 担当医師及び併設病院医師が担当します。(24時間対応可) 

② 専門治療が必要な場合は協力病院等、適切な医療機関へ紹介します。 

③ 主治の医師に連絡します。 

④ 緊急の場合には「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

【留意事項】 

  ①面会時間は、午後８時３０分までとし、その都度ナースステーション前の面会者カードにご記名下さい。 

（＊治療上できるだけ、ご家族の面会をお願いいたします。） 

  ②外出・外泊は、必ずサービスステーションに申し出て許可を得て下さい。 

③施設の内外問わず、禁煙です。喫煙はできません。 

④現金、貴重品の所持は、盗難予防のため最小限度にして下さい。 

⑤ペットの持ち込みは禁止です。 

⑥入退所は、病状や家庭状況・ケアプラン等を考慮し、当施設の「判定会議」により決定されます。 

 

【非常災害対策】 

① 防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災通報装置、非常電源設備等 

② 防災訓練 基本訓練（消火・通報・避難）年２回、総合訓練 年１回 

 

【禁止事項】 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の

政治活動」は禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


